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※複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 イ　指定管理者制度 -

-

別添１１－１

郡山市地域開発事業経営戦略

事 業 開 始 年 月 日 2013(平成25）年10月1日

2 内陸工業用地等造成事業事 業 の 種 類

西部第一工業団地

-

団 体 名 ： 福島県郡山市

事 業 名 ： 工業団地開発事業

～

策 定 日 ：

計 画 期 間 ：

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適

事　業　形　態

職 員 数

施 工 地 区

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託



（２） 土地造成状況等

円
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％

円

円

㎡

円/㎡

743,000

イ 総 面 積 1,475,039

発 行 額 累 計 4,973,900,000
元 利 金 債 発 行 状 況
（令和14(2032)年度までに
償 還 ）

造 成 地 処 分 状 況
（ 令 和 ６ (2024) 年 度 ）
※ 直 近 年 度 分 を 記 載

エ 売 却 予 定 代 金
*2

ウ ㎡ 当 た り 売 却 単 価
（ ア / イ ） 0

キ 事 業 費 回 収 率
（ エ × 100/ ア ） 95.5

ア 売 却 代 金 0

イ 売 却 面 積 0

*1　造成が開始された地区であって処分が完了していない地区について記載すること。
*2　一部売却済の土地については、当該土地の売却価格とすること。
　　 売出土地については、財政健全化法施行規則第４条第２項に規定する評価を行った価額とすること。
　　 未売出土地については、完成後の販売予定価格、財政健全化法施行規則第４条第２項に規定する評価を行った価額又は近傍類似の土地の価格変動を勘案して
帳簿価格を加減した額のいずれかの額とすること。

西部第一工業団地

カ ㎡ 当 た り 売 却 予 定 単 価
（ エ / オ ） 15,989

施 工 地 区 名

オ 売 却 予 定 面 積

土 地 造 成 状 況
（令和７(2025)年度までに
造 成 ）
（令和14(2032)年度までに
売 却 ）

*1

ウ ㎡ 当 た り 造 成 予 定 単 価
（ ア / イ ） 8,432

ア 総 事 業 費 12,437,211,000

11,879,890,810



（３） 現在の経営状況
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（４） 賃貸方式により造成地等を活用する場合における活用状況

２．将来の事業環境

（１） 周辺の社会経済情勢の状況

0千円

0千円

0千円

1,181,883千円

0％

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】

　造成済みの第１期工区については、2023(令和５)年度にすべて売却となり、2023(令和５)年度に造成に係る企業債を繰上げ償還
した。第２期工区については2025(令和７)年度に造成完了予定であり、その後分譲地の売却により事業費の回収を進めていく。
　売却予定地の販売見込みであるが、第１期工区は完売しており、第２期工区についても、販売促進のための企業誘致活動を継続
的に行っていることや、昨今の経済情勢から関連企業からの引き合いもあり、2032(令和14)年度までには土地を売却完了できる予
定である。

　造成中であることから賃貸方式による造成地の活用は行っていない。

売 却 予 定 地 計 画
年 度 経 過 率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
1.4％ 0％

上 記 の う ち 、 ５ 年 以 内 に
償 還 期 限 が 到来 する もの
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

売 却 用 土 地 の
時 価 評 価 （ 相 当 ） 額
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

173,382千円 0千円

他 会 計 補 助 金 累 計 額
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

1,075,425千円 1,075,499千円

企 業 債 償 還 の た め の
積 立 金 残 高

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
0千円 0千円

0千円 0千円

※周辺の社会経済情勢について、予測の方法（考え方）等も含め分かりやすく記載すること。

　東北財務局が公表した令和７年７月期における福島県内経済情勢報告によると、経済情勢の総括判断は「横ばいの状況にある」
とされているものの、生産活動は同年４月期に引き続き「緩やかに持ち直しつつある」となっている。また、設備投資は増加見込み、
企業収益は増益見込みとなっている。
　また、令和７年７－９月期の法人企業景気予測調査によると、景況判断は、現状で「下降」超幅が拡大しているものの、先行きは
令和７年１０－１２月期に「下降」超幅が縮小し、令和８年１－３月期には「上昇」超に転じる見通しとなっている。
　さらに、日本立地センターが公表した2025年度新規事業所立地計画に関する動向調査結果では、企業の事業拠点の立地計画に
ついて「依然としてコロナ禍前の水準を維持していることから、企業の新規立地意欲は底堅い」とされている。

2,560,400千円

上 記 の う ち 満 期 一 括
償 還 企 業 債 残 高

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
0千円 0千円

4,878,671千円

0千円

企 業 債 残 高
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

874,900千円

47.2％45.8％
事 業 費 回 収 率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
47.2％



（２）

土地売却収入（千円） 4,924,678 78,267 136,984 140,712 124,156 774,536

当該年度末（予定）未売却面積（㎡） 79,545 73,524 64963 56686 48408 0

売却面積（㎡） 290,785 6,021 8,562 8,277 8,277 48,408

売却単価（千円/㎡） 17 13 16 17 15 16

造成面積（㎡）

処分実績・計画

令和9(2027)年
度

令和10(2028)年
度

令和11(2029)年
度

令和12(2030)年
度

令和13(2031)年
度

令和14(2032)年
度

造成実績・計画

※現在造成している土地処分の見通しと（１）を踏まえ、企業誘致活動の状況等の土地造成、
処分の見通しを記載すること。

　第１期工区については、2023(令和５)年度までに全区画が売却済みとなった。
現在造成を進めている第２期工区についても、2025(令和７)年12月までに10区画が
契約済みとなるなど第１期工区以上のペースで売却が進んでおり、引き続き企業から
の引合いや問合せもあることから、計画どおりに造成地が売却できる見込みである。

西部第一工業団地

令和8(2026)年
度

15

土地売却収入（千円） 1,160,041 680,494 173,382

16 15売却単価（千円/㎡）

370,330 370,330当該年度末（予定）未売却面積（㎡） 56,924 11,558 0

項　　　　目

土地造成・処分の見通し

売却面積（㎡） 73,553 45,366 11,558

造成面積（㎡） 370,330

処分実績・計画

施 工 地 区 名

項　　　　目
令和3(2021)年

度
令和4(2022)年

度
令和5(2023)年

度
令和6(2024)年

度
令和7(2025)年

度

造成実績・計画



（３）

３．経営の基本方針

土地売却収入（千円）

当該年度末（予定）未売却面積（㎡）

売却面積（㎡）

売却単価（千円/㎡）

造成面積（㎡）

処分実績・計画

項　　　　目 合計

造成実績・計画

※将来の事業環境等を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針等について記載すること。
※計画期間内における具体的な取組・目標等を記載すること。

　本市の総合計画（郡山市まちづくり基本指針）、分野別個別計画（「知の結節点」こおりやま産業持続・発展ビジョン）に掲げる将来
像を基本方針とし、 SDGs未来都市計画及び中長期的な経営視点を踏まえた事業運営、経営効率化に取り組む。

※定員の管理計画等を踏まえた将来の職員数の見通し等について、図表などを適宜用いながら、分かりやすく記載すること。

　工業団地開発事業の専属職員はおらず、産業創出課の企業誘致係及び事業係の職員が兼務で業務を担っているが、人事異動
等により職員が変更となってもノウハウの継承が行えるよう業務の見える化や情報の共有を図っていく。

組織の見通し



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

西部第一工業団地第２期工区の2025(令和７)年度末までの造成完了

※計画期間内に実施する主な投資の内容（造成地区名 、時期、金額など）について、図表なども適宜用いながら、分かりやすく記載すること。
※また、収支計画の策定に当たって反映した取組について、内容（対象造成地区、時期、金額など）を記載すること。

計画期間内に実施する主な投資の内容
第１期工区（造成済み）　　Ｈ25～Ｒ２　　6,426,582千円
第２期工区（造成中）　　　 Ｒ２～Ｒ８　　 6,010,706千円

西部第一工業団地第２期工区の2032(令和14)年度末までの売却完了

※財源（料金、企業債、繰入金、国庫補助等）の積算の考え方等について記載すること。
※また、収支計画の策定に当たって反映した財源確保の取組について、内容（対象造成地区、時期、金額など）を記載すること。

　造成に要する費用は起債によって確保し、土地売却収入を起債償還に充てる。
　また、造成に係る予定起債額を売却面積で除した上で、不動産鑑定の画地評価等を踏まえて、売却単価を設定した。
　なお、土地売却収入が償還額を下回る年は一般会計からの繰入れ、償還額を上回る年は一般会計への繰出し又は繰上償還を
行う。

※投資以外の経費（委託料、人件費など）の積算の考え方等について記載すること。
※また、収支計画の策定に当たって反映した経費削減の取組（包括的民間委託、指定管理者制度の導入等の取組も含む。）について、内容（対象地区、時期、金額な
ど）を記載すること。

　造成に係る委託費については、起債によって確保し、土地売却収入を起債償還に充てる。
　なお、専任の職員を配属していないため、人件費は計上していない。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

そ の 他 の 取 組

売 却 単 価 の 設 定

繰 入 金

賃 貸 方 式 に よ る 造 成 地 等
活 用 の 取 組

そ の 他 の 取 組

委 託 料 委託内容や範囲を適宜見直すことで、適切な委託料となるよう努める。

工業団地開発事業の専属職員はいないため、経費には計上していない。

既 存 の 造 成 計 画
の 見 直 し

新 規 造 成 計 画

民 間 活 用

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

土 地 売 却 の 促 進

企 業 債

第１期工区については売却済み、第２期工区については令和７年度末までに造成完了を見込んでい
ることから、計画の見直しは行っていない。

第２期工区の売却完了をもって事業完了を予定しており、新規造成計画は有していない。

第１期工区については売却済み、第２期工区については令和７年度末までに造成完了を見込んでい
ることから、造成にあたって民間活用は予定していない。

第２期工区については、造成完了後に確定測量を行い、土地区画整理法に基づく換地処分を行う。

本市の交通アクセスなどの地理的特性を生かした企業誘致はもとより、ＳＤＧｓの目標達成も考慮し、
研究機関等との緊密な連携のもと、戦略的かつ積極的な企業誘致活動事業を継続して実施する。

工区ごとに事業費及び不動産鑑定結果を踏まえて単価を設定した。

造成に必要な費用を起債により確保すするとともに、土地売却収入を償還に充てる。また、売却が進
捗した場合は、利子負担軽減のため繰上償還を行う。

造成中に想定外の事業費が生じたことにより総事業費が売却予定代金をやや上回ったため、差額
について一般会計からの繰入れを行う。また造成工事期間においては土地売却収入が見込まれな
いことから、一般会計からの繰入れ等を行う。

企業からの引合いや問合せがあり売却が進んでいることから、電柱等の敷設を除き、直ちに賃貸方
式による活用を行うことは予定していないが、中長期にわたり売却が見込めない場合は賃貸方式を
検討する。

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。



５．公営企業として実施する必要性

* 内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業について記載すること。

【参考】「観光施設事業及び宅地造成事業における財政負担リスクの限定について（通知）」（令和23年12月28日付け総務副大臣通知）　抜粋

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

公営企業として実施する
必 要 性

経 営 戦 略 の事 後検 証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

・本市の産業政策の一環として、団地造成から企業誘致活動、さらには操業後のフォロー等を一貫し
て行うことにより、工業団地の特徴形成や企業立地による良好な雇用の創出、地域経済の活性化を
図るため。
・造成地の環境（インフラ等）、価格設定、区画配置などにおいて、商品性の高い工業団地の整備が
可能となるため。

※進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の経営戦略の事後検証、改定等に関する考え方について記載す
ること。

　本経営戦略は、PDCAサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行うため、決算や社会情勢等を踏
まえて適宜見直しを行っていく。

１　観光施設事業及び宅地造成事業（内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業に限る。以下同じ。）を新たに行う場合には、次の点に
　御留意いただきたい。
　(1)　地方公共団体が公営企業により実施するのではなく、第三セクター等、法人格を別にして事業を実施すること。
　(2)　事業を実施する法人においては、事業自体の収益性に着目したプロジェクト・ファイナンスの考え方による資金調達を基本とすること。
　(3)　法人の債務に対して地方公共団体による損失補償は行わないこと。
　(4)　法人の事業に関して、地方公共団体による公的支援（出資・貸付け・補助）を行う必要がある場合には、公共性、公益性を勘案した上で
　　必要最小限の範囲にとどめること。
３　既存の観光施設事業及び宅地造成事業についても、地方公共団体の財政負担のリスクを限定する観点から、１の手法の導入について
　御検討いただきたい。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（2026年3月現在　工業団地開発事業特別会計に基づく）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

区 分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

1 (A) 12,998 17,042 6,178 65,573 834,692 1,012,465 390,187 1,818,185 1,188,429 908,100 177,491 117,302 63,976 48,493 4,755,225 78,267 136,984 140,712 124,156 774,536 12,670,991

（１） (B) 6,498 5,592 624 61,401 827,739 994,025 373,220 1,813,768 1,162,842 907,066 173,702 321 280 4,755,225 78,267 136,984 140,712 124,156 774,536 12,336,958

ア 825,716 992,316 371,763 1,811,097 1,160,042 707,460 173,382 6,041,776

ア 4,755,225 78,267 136,984 140,712 124,156 774,536 6,009,880

イ (C)

ウ 6,498 5,592 624 61,401 2,023 1,709 1,457 2,671 2,800 199,606 320 321 280 285,302

（２） 6,500 11,450 5,554 4,172 6,953 18,440 16,967 4,417 25,587 1,034 3,789 116,981 63,696 48,493 334,033

ア 6,500 8,633 1,543 11,572 341 3,789 116,981 63,696 48,493 261,548

イ 11,628 23,307 34,935

2,817 4,011 4,172 6,953 6,812 5,395 4,417 2,280 693 37,550

２ (D) 2,817 5,275 6,834 6,953 67,591 21,149 4,417 118,882 1,034 4,193 11,147 48,500 48,493 22,637 1,803 1,386 965 538 162 374,776

（１） 1,264 1,355 60,768 15,754 116,535 195,676

ア

イ 1,264 1,355 60,768 15,754 116,535 195,676

（２） 2,817 4,011 5,479 6,953 6,823 5,395 4,417 2,347 1,034 4,193 11,147 48,500 48,493 22,637 1,803 1,386 965 538 162 179,100

ア 2,817 4,011 5,479 6,953 6,812 5,395 4,417 2,280 693 38,857

ア 67 341 4,193 11,147 48,500 48,493 22,637 1,803 1,386 965 538 162 140,232

イ 11 11

３ (E) 12,998 14,225 903 58,739 827,739 944,874 369,038 1,813,768 1,069,547 907,066 173,298 106,155 15,476 4,732,588 76,464 135,598 139,747 123,618 774,374 12,296,215

1 (F) 3,180,469 576,024 2,326,707 3,680,736 382,086 4,036 415,773 92,902 133,875 1,238,355 2,255,067 3,420,828 1,239,573 584,454 19,530,885

（１） 2,822,800 493,000 1,262,500 2,331,900 381,400 82,900 131,700 874,900 1,685,500 2,413,500 779,800 41,900 13,301,800

2,822,800 493,000 1,262,500 2,331,900 381,400 82,900 131,700 874,900 1,685,500 2,413,500 779,800 41,900 13,301,800 H28に借換債865,200千円発行

（２） 357,669 83,010 1,064,163 956,436 3,427 415,367 9,628 1,925 250,535 519,567 761,328 419,659 542,554 5,385,268

（３）

（４）

（５） 100,000 100,000

（６）

（７） 14 44 392,400 686 609 406 374 250 112,920 50,000 146,000 40,114 743,817

２ (G) 3,193,467 548,749 2,092,411 3,748,123 1,477,876 948,910 784,811 1,906,582 1,203,161 1,906,455 2,209,731 3,233,001 1,732,150 584,454 4,732,588 76,464 135,598 139,747 123,618 774,374 31,552,270

（１） 3,193,467 548,749 1,780,269 2,516,012 685,646 199 18,738 95,486 136,347 1,086,267 2,209,731 3,137,772 1,452,473 44,121 16,905,277

3,105,483 1,667 3,107,150

416,000 1,255,610 2,461,542 434,203 11,093 8,069 1,081,476 2,205,359 3,124,571 1,435,653 41,973 12,475,549

87,984 131,082 524,659 54,470 251,443 199 7,645 87,417 136,347 4,791 4,372 13,201 16,820 2,148 1,322,578

（２） (H) 312,142 1,232,111 584,000 937,083 766,073 1,811,096 1,043,507 820,188 95,229 279,677 540,333 4,613,456 63,139 63,556 63,977 64,404 53,829 13,343,800

312,142 1,232,111 584,000 746,538 766,073 767,048 439,436 695,830 5,543,178

95,229 279,677 540,333 337,640 63,139 63,556 63,977 64,404 53,829 1,561,784

190,545 1,044,048 604,071 124,358 4,275,816 6,238,838

（３）

（４） 208,230 11,628 23,307 119,132 13,325 72,042 75,770 59,214 720,545 1,303,193

（５）

３ (I) △ 12,998 27,275 234,296 △ 67,387 △ 1,095,790 △ 944,874 △ 369,038 △ 1,813,680 △ 1,069,286 △ 668,100 45,336 187,827 △ 492,577 △ 4,732,588 △ 76,464 △ 135,598 △ 139,747 △ 123,618 △ 774,374 △ 12,021,385

(J) 41,500 235,199 △ 8,648 △ 268,051 88 261 238,966 218,634 293,982 △ 477,101 274,830

(K)

(L) 41,500 276,699 268,051 88 126,145 442,109 639,917 1,794,509

(M)

(N) 41,500 276,699 268,051 88 349 238,966 344,779 736,091 162,816 2,069,339

(O) 41,500 276,699 268,051 88 126,145 442,109 639,917

(P)

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 6,498 5,592 624 61,401 827,739 994,025 373,220 1,813,768 1,162,842 907,066 173,702 321 280 4,755,225 78,267 136,984 140,712 124,156 774,536 12,336,958

（T)

(U)

（Ｖ)

(Ｗ)

(Ｘ)

(Ｙ)

(Ｚ) 2,822,800 3,315,800 4,266,158 5,365,947 5,163,347 4,226,264 3,460,191 1,731,995 820,188 874,900 2,560,400 4,878,671 5,378,794 4,880,361 266,905 203,766 140,210 76,233 11,829 △ 42,000 50,276,755

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

6,500 8,633 1,543 11,572 67 341 3,789 116,981 63,696 48,493 261,615

6,500 8,633 1,543 11,572 67 341 3,789 116,981 63,696 48,493 261,615

357,669 83,010 1,064,163 956,436 3,427 415,367 9,628 1,925 250,535 519,567 761,328 139,958 542,554 5,105,567

357,669 83,010 1,064,163 956,436 3,427 415,367 9,628 1,925 250,535 519,567 761,328 139,958 542,554 5,105,567
364,169 91,643 1,065,706 956,436 3,427 426,939 9,628 1,992 250,876 523,356 878,309 203,654 591,047 5,367,182

備考欄合計

収
　
益
　
的
　
収
　
支

総 収 益

営 業 収 益

土 地 等 売 却 収 入 ( 一 期 工 区 )

受 託 工 事 収 益

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息 （ 一 期 工 区 分 ）

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

収
益
的
収
入

イ　その他（県利子補給金)

支 払 利 息 （ 二 期 工 区 分 ）

う ち 一 時 借 入 金 利 息

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

建 設 改 良 費 に 係 る 地 方 債

元 利 金 債 等

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

建設改良費に係る地方債償還金(一期工区分)

元 利 金 債 等 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

土 地 買 収 費 ・ 補 償 費

造 成 費

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行 令第 16条 第１ 項により 算定 した
資 金 の 不 足 額

(R)

収 益 的 収 支 比 率 （

合計

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第３条第１項第４号ニに規定する
土 地 収 入 見 込 額

健全化法施行規則第９条第５号Ｂにより算定した
未 売 出 土 地 収 入 見 込 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（Ｘ）×100)

×100 ）

合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

建設改良費に係る地方債償還金(二期工区分)

土 地 等 売 却 収 入 ( 二 期 工 区 )

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

職 員 給 与 費

そ の 他

地 方 債 償 還 金

地 方 債 繰 上 償 還 金

建 設 改 良 費


